
市民活動のための助成金情報 2020年 月号

各助成金情報の詳細（資料請求・申請方法等）については、
それぞれのお問合わせ先にご確認頂くか、いちのせき市民活動センターにご相談ください。
また、このほかにもセンターのホームページや情報コーナーに助成金情報がございます。
どうぞご利用ください。
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詳細はこちらから→

「いわて若者アイディア実現補助」 （岩手県)
若者グループが、次のいずれかのテーマに該当する自ら企画した地域の課題解決などのアイディ
アに対して、活動するための費用を補助します。①震災復興分野、②地域づくり一般分野

対象：県内に住民票を有する、又は岩手県出身の 18 歳以上 40 歳未満の者（以下「若者」）2名以上で構成す

る若者のグループで、活動期間が１年以上あること、又は団体の主たる構成員が当該団体の行う活動と同種の活動経

験が１年以上あること。組織の運営に関する規則（定款、規則、会則等）及び構成員の名簿を有していること。

金額：上限額30万円（採択予定件数10件）
締切：2020年5月29日(金）※17時まで（2020年6月下旬に補助金交付決定通知書により通知）

電話：019-629-5337（環境生活部 若者女性協働推進室 若者活躍支援担当）

若者のアイディア実現を応援

NEW

詳細はこちらから→

「2020年度（第46回）丸紅基金社会福祉助成金」 （社会福祉法人 丸紅基金)
わが国における社会福祉事業（福祉施設の運営、福祉活動など）を行う民間の団体が企画する事業を支援しま

す。なお、「車両・物品購入・施設改修用」と「講座・出版・調査研究用」の2案件で申込みを受け付けます。

対象：非営利の法人（ただし、法人でない場合でも、3年以上の継続的な活動実績があり、組織的な
活動を行っている団体は対象とする）
金額：上限額200万円（助成金総額は１億円を目処とし、50件以上の助成を予定）
締切：2020年5月31日(日）※消印有効

（2020年10月下旬にお申込み団体全ての代表者宛てに郵送にて通知）

電話：03-3282-7591 ・7592

社会福祉の充実･向上や従事する人々の環境改善･向上を支援
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詳細はこちらから→

「2020学習支援スタートアップ助成事業」 （認定NPO法人キッズドア基金)
2020年度において新たに学習支援（食事提供を伴う居場所型学習支援も可）に対応する次のような事業に助成し
ます。①地元で、新たに無料の学習会や、学習支援を兼ねた居場所や子ども食堂を始める、②子ども食堂を実施し
ている団体が、新たに学習支援に取り組む、③学童保育を行なっていた団体が、新たに学習支援に取り組むなど
対象：各種のボランティア活動に取り組むグループ（任意団体）、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、公益社
団法人、公益財団法人、社会福祉法人や学校法人などの特別法による法人等
金額：上限額100万円 ※1団体が申請できる事業は1件のみとします。
締切：2020年5月13日(水) ※23時59分までに下記メールアドレスまで書類を送信

（2020年5月21日（木）に助成決定団体へメール連絡）
電話：03-5244-9993（担当 松見）fund@kidsdoor.net

新規で学習支援事業を立ち上げる団体を支援
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詳細はこちらから→

「第73基そらべあスマイルプロジェクト」 （NPO法人そらべあ基金）
同プロジェクトは、そらべあ基金の活動に賛同する企業からの寄付をもとに、太陽光発電設備「そらべあ発
電所」を全国の幼稚園や保育園に寄贈する取り組みです。CO2の排出が少ない再生可能エネルギーの創出と、
子どもたちに環境の大切さを学んでもらうことを目的としており、全国から太陽光発電設備「そらべあ発電
所」の設置を希望する幼稚園・保育園の新規公募を開始します。
対象：小学校就学以前の児童向け教育・保育施設であれば、公立・私立などは問わない
金額：太陽光発電設備の無償寄贈 (最大出力3kW相当の設備一式）※取り付けに必要な工事費等は、
特別な場合（設置場所の補強等）を除き無償です。設備・設置に関わる応募園様の費用のご負担はなし。
締切： 2020年6月1日（月）※応募書類必着（2020年9月登録メールアドレス宛に結果をご連絡予定）

電話：03-3504-8166（平日 10時〜18時）

太陽光発電設備「そらべあ発電所」の設置を支援
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いちのせき市民活動センター
〒021-0881 岩手県一関市大町4-29 なのはなプラザ4F
電話：0191-26-6400 ファクス：0191-26-6415
せんまやサテライト
〒029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字町149
電話：0191-48-3735 ファクス：0191-48-3736
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詳細はこちらから→

「第40回 緑の都市賞」 （公益財団法人都市緑化機構)
樹木や花、水辺などの「みどり」を用いた環境の改善、景観の向上、地域社会の活性化、青少年の育成等に取り組み、環境や
社会に対する貢献の実績と成果をあげている団体等を顕彰し、快適で地域に優しい生活環境の創出を推進することを目的とし
て、内閣総理大臣賞（1点）、国土交通大臣賞（3点以内）、都市緑化機構会長賞（3点以内）、奨励賞（若干）を選出し表彰
を行っています。また、「緑の市民協働部門」の受賞団体には、副賞として活動助成金（5～20万円）を贈呈いたします。

対象：緑の市民協働部門（主に市民団体）、緑の事業活動部門（主に民間事業者）、緑のまちづくり部門（主に市区町村）
金額：内閣総理大臣賞（活動助成金20万円）、国土交通大臣賞（活動助成金15万円）
都市緑化機構会長賞（活動助成金10万円）、奨励賞（活動助成金5万円）
締切：2020年6月30日(火）※当日消印有効（2020年10月中旬HP及び文書で通知）

電話：03-5216-7191

「みどり」を用いた環境の改善、景観の向上などを表彰
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詳細はこちらから→

「ご近所支え合い活動助成金 ２次募集」（岩手県高齢者社会貢献活動サポートセンター)
県民が共に助け合い支え合う活動を支援し、安心して暮らし続けることができる地域社会を実現するた
め、「いわて保健福祉基金助成金」の特別枠として、県民の地域貢献活動等を支援するための助成制度
で、高齢者が主体となって行う活動や高齢者等をサービスの対象とした支え合い活動を支援します。

高齢者の社会参加、生きがいづくりを支援
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対象：県内に住所又は活動の本拠を有する団体又は法人
金額：5万円以上〜30万円以下（初年度30万円を限度、次年度以降15万円を限度で、最大３年）
締切：2020年6月10日(水）※必着（2020年7月下旬交付決定）

電話：019-606-1774（担当：岡田、遠藤）

NEW

詳細はこちらから→

「2020年度国内助成プログラム」 （公益財団法人トヨタ財団）
トヨタ財団の国内助成プログラムは、昨年度に引き続きテーマを「未来の担い手と創造する持続可能なコミュニティ～地
域に開かれた活力ある課題解決の仕組みを通じて～」として、「A.しらべる助成（アンケート、インタビュー調査や既存
資料の分析、その結果を踏まえた事業戦略の立案までの一連の取り組み、調査活動）」、「B.そだてる助成（地域や日本
社会において持続可能なコミュニティの実現に向けた生態系が育まれるような事業）」を公募します。

対象：プロジェクト実施に必要な人材や組織で構成されたチームで、プロジェクトの中核を担う人材に40代までのメン
バーを 1名以上含むこと※プロジェクト実施にあたり運営の中心を担う組織の法人格の有無や種類は問いません。
金額：A.上限額100万円（総額約2,000万円）、B.上限なし（総額約8,000万円）
締切：2020年6月8日（月）※午後3時までにトヨタ財団ウェブサイトで受付（2020年9月末にメールにて通知）

メール：gp4ca@toyotafound.or.jp

地域課題解決の仕組みづくりや人材育成を支援
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詳細はこちらから→

「第16回 住まいのまちなみコンクール」 （一般財団法人 住宅生産振興財団)
社会的課題に対応しながら、多世代がともにまちの価値を守り育て、住み継ぐことができるまちにするため、空家
の利活用等による地域の活性化、新たな入居者の受け入れを含むコミュニティの形成など、地域の特性を活かし、
魅力的な住まいのまちなみを育む維持管理、運営などの活動に実績を上げている住民組織を表彰し、支援します。

対象：30戸以上の戸建て住宅を中心に構成され、良好な景観が形成されている一体的な住宅地において、概ね10年以上
にわたって住民主体で適切な住まいのまちなみの維持管理活動を行っている団体（自治会、管理組合、地域NPOなど）
金額：国土交通大臣賞…1点／賞状、住まいのまちなみ賞…4点／賞状
※受賞5団体に対しては、維持管理活動の推進のための調査検討経費50万円（1団体・1年あたり）を3年間支援。
締切：2020年8月24日（月）※必着（2021年1月入選発表）

電話：03-5216-7191

魅力的な住まいのまちなみを育む維持管理、運営などの活動を表彰
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地縁組織
企業

（民間事業者）
市区町村

地縁組織 任意団体


